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１．総則 

 この要領は、交野市が発行するシティプロモーション冊子の作成業務を委託する民間事業者を公募

型プロポーザル方式で選定するために必要な事項を定める。 

 

２．業務概要 

 ⑴ 業務名称 交野市シティプロモーション冊子作成業務委託 

⑵ 業務内容 別紙仕様書のとおり 

 

３．業務期間 

 契約締結日～令和６年２月２９日 

 ※期間最終日までに成果物を納品し、検査・検収を終えること。 

 

４．提案上限額 

 金 1,353,000 円（消費税含む） 

 

５．参加資格 

 次の⑴～⑸に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項各号の規定に該当しな

い。 

⑵ 本プロポーザルの公告日現在、交野市入札参加資格（令和５年度）のうち、次のイ～ロのいず

れかの登録がある。 

イ 一般委託：デザイン企画印刷／分類コード 115 

ロ 物品購入：活平板／分類コード 05 

ハ 物品購入：軽印刷／分類コード 06 

⑶ 次の各号のいずれにも該当しないこと。 

イ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店の代表者

をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 

3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下

この項において「暴力団員」という。）であると認められる者。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。 

 ⑷ 交野市建設工事等指名停止要綱による指名停止等の期間中でないこと。 

⑸ 令和元年度以降に、官公庁が発行する冊子のデザイン及び作成業務を元請として契約を締結

し、誠実に履行していること。 
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６．実施日程 

実施項目 日程 提出書類 

公告 11 月 16 日（木）  

参加申込提出 11 月 16 日（木）～22 日（水） 参加申出書（様式第１号） 

参加資格審査通知 11 月 24 日（金）  

質疑 11 月 24 日（金）～27 日（月） 質問書（様式第２号） 

回答 11 月 29 日（水）  

提案書等提出 11 月 30 日（木）～12 月 7 日（木） 業務実績調書（様式第 3 号） 

実施体制調書（様式第 4 号） 

企画提案書（任意様式） 

見本品（任意様式） 

見積書（任意様式） 

提案書等審査 

（プレゼンテーション） 

12 月 12 日（火）午前 

※実施時間は別途通知。 

 

結果通知 12 月 13 日＜予定＞  

契約締結 12 月中旬＜予定＞  

 

７．参加申込 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、参加申込書（様式第１号）を提出すること。 

 ・提出期間 １１月１６日（木）午前 9 時～２２日（水）午後５時必着 

 ・提出方法 メール・郵送・持参（１３．担当課宛で提出。持参の場合は開庁時間中のみ） 

 

８．参加資格審査の結果通知 

 参加資格審査の結果を１１月２４日（金）にメールで通知する。その際に付す受付番号について

は、業務実績調書、実施体制調書、企画提案書及び見本品に記載すること。 

 

９．質疑・回答 

 本要領・仕様書に対する質疑がある場合、次のとおり質問書（様式第 2 号）を提出すること。 

 ・質疑期間 １１月２４日（金）～２７日（月） 

 ・提出方法 メール（１３．担当課宛で提出） 

 ・回答日  １１月２９日（水） 

 ・回答方法 参加申出者全員に、質疑内容を含めメールで回答する。 

 

１０．提案書等の提出 

 ・提出期間 １１月３０日（木）午前 9 時～１２月７日（木）午後５時（必着） 

 ・提出方法 郵送もしくは持参（１３．担当課宛で提出。持参の場合は開庁時間中のみ） 

・提出書類 ・業務実績調書（様式第３号） ９部（添付資料は１部） 

      ・実施体制調書（様式第 4 号） ９部 
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・企画提案書（任意様式。Ａ３で１枚程度） ９部 

・見本品（冊子のみ。ページ数は問わない。クリアファイルは作成不要） ９部 

・見積書 １部（任意様式） 

 ・作成要領 企画提案書：仕様書の「主な掲載内容」を元に、作成する冊子及びクリアファイルの

概要やアピールポイントをまとめる。 

       見本品：企画提案書に沿ったものであること。ページ数は問わない。 

※業務実績調書、実施体制調書、企画提案書と見本品には、参加資格審査の結果通知

時に付した受付番号を記載し、会社名は記載しないこと。 

 

１１．提案書等の審査及び優先交渉権者の選定方法 

 提出された提案書等とプレゼンテーションを元に選考委員会にて審査し、最も得点の高かった者を

優先交渉権者として決定する。ただし、参加者が４者を超える場合においては、予備審査として審査

基準の「実績点」と「実施体制点」の合計値が高い順に４者を選出し、その者に対してのみプレゼン

テーションを含んだ審査を実施する。 

 ・審査日程 １２月１２日（火）午前 

※実施時間については、１２月８日（金）に通知する。予備審査を実施した際はその

結果についても通知する。 

 ・審査時間 プレゼンテーション １５分  質疑応答 ５分 

 ・出席人数 ３人以内（総括責任者もしくは主担当者の出席は必須） 

 ・審査基準 別紙のとおり（最高点が同点となった場合は、審査基準の「企画・デザイン力点」が

高い方を優先交渉権者とする。「企画・デザイン力点」も同点となった場合は、くじに

て優先交渉権者を決定する。） 

 ・結果通知 １２月１３日＜予定＞に参加者全員にメールで通知する。 

 

１２．注意事項 

・本提案の作成、応募に要した経費については、提案者の負担とする。 

・提出された書類等については、提出後の差替え、変更、削除等は認めない。また、提案者が提出

した書類は返却しない。 

・応募者が１者の場合でも、審査基準に照らして選定委員会において総合的に評価を行う。 

 ・本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第 5 号）を提出すること。 

 

１３．担当課 

交野市役所 企画財政部 情報マーケティング課（担当：川﨑・一宮） 

〒576-8501 大阪府交野市私部１－１－１（開庁時間：午前 9 時～午後５時３０分） 

TEL:072-892-0121（内線 238） 

e-mail:kouhou@city.katano.osaka.jp 


